
令和８年３月２７日　

　　京丹後市議会

　　　議長　　中　野　勝　友　様

提出者　　京丹後市議会議員　　鳴　海　公　軌

　〃　　　京丹後市議会議員　　松　本　聖　司

　〃　　　京丹後市議会議員　　永　井　友　昭

　

　　　　議案第５８号　令和８年度京丹後市一般会計補正予算（第１号）に対する修正動議の提出について

　上記の動議を、地方自治法第１１５条の３及び会議規則第１７条の規定により別紙の修正案を添えて提出します。



　補正予算条文を次のように改める。

　「第１表　歳入歳出予算補正」の一部を別紙２のとおり改める。

　「第２表　繰越明許費」及び「第４表　地方債補正」を削り、「第３表　債務負担行為補

別紙

議案第５８号　令和８年度京丹後市一般会計補正予算（第１号）に対する修正案

  議案第５８号　令和８年度京丹後市一般会計補正予算（第１号）の一部を次のように修正

する。

令和８年度京丹後市一般会計補正予算（第１号）

　令和８年度京丹後市一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為の補正）

きる経費は、「第２表　繰越明許費」による。

（歳入歳出予算の補正）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５，８１０
第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４９，３１０千円を追加し、歳入歳出予

　　　　　　　　　　　　　　４１，６２５，８１０
　算の総額を歳入歳出それぞれ４１，７３９，３１０千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

　算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　　　　　　　　　　　                    京丹後市長　　中　山　　泰

正」を「第２表　債務負担行為補正」に改める。

議案第５８号

　令和８年３月１２日提出

　２　　　　　　　　　　　　　　　２

（繰越明許費費）

第２条　地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することがで

第３条　債務負担行為の変更は、「第３表　債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条　地方債の変更は、「第４表　地方債補正」による。



別紙２

4,108,200 113,500 4,221,700

1 4,108,200 113,500 4,221,700

35,810 41,625,810

41,590,000 149,310 41,739,310

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳  入 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計

24 市 債

市 債

                      歳             入             合             計



3,274,935 127,333 3,402,268

4 1,473,512 127,333 1,600,845

14,694 36,654

21,960 861 22,821

14,694 36,654

1 21,960 861 22,821

35,810 41,625,810

41,590,000 149,310 41,739,310

歳  出

8 土 木 費

（単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額 計

都 市 計 画 費

14 予 備 費

予 備 費

                      歳            出            合            計



（単位：千円） （追　加） （単位：千円）

08 土木費 04 都市計画費 115,700 子どもの遊び場づくり推進事業 令和9年度～令和11年度 24,948

事　　　　項 期　　　間 限　度　額

　　　　　　　　　 ２
　　　　　　　　第 ３ 表　　債 務 負 担 行 為 補 正

第 ２ 表　　繰 越 明 許 費

款 項 事 業 名 金 額

都市拠点多世代交流施設整備事業



（単位：千円）

起債の方法 利　率 償還の方法 起債の方法 利　率 償還の方法

都市拠点多世代交流施設整備事業 0 113,500

第 ４ 表　　地　方　債　補　正

起債の目的

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

限　度　額 限　度　額

補正前
に同じ

補正前
に同じ

　
　証券発行の方
法によって起債
する場合、発行
価格が額面金額
を下まわるとき
は、その発行価
格差減額をうめ
るため必要な金
額を加算した額

　 証書借入
　   又は
   証券発行

（ただし、証券
発行の方法によ
る場合において
は、発行価格は
額面金額100円
につき98円50銭
以上とする。）

　５.０％以内

（ただし、利率
見直し方式で借
入れる資金につ
いて、利率の見
直しを行った後
においては、当
該見直し後の利
率）

　
　政府資金について
は、その融資条件に
より、銀行その他の
場合には、その債権
者と協定するものと
する。
　ただし、市財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し、若しくは繰上償
還又は低利に借換え
することができる。

補正前
に同じ

補正前
に同じ



113,500 4,221,700

35,810 41,625,810

149,310 41,739,310

計 備  　　    考

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総　括

歳　入 （単位：千円）

款 補  正  前  の  額 補    正    額

24 市 債 4,108,200

歳　　入　　合　　計 41,590,000



3,274,935 127,333 3,402,268 0 113,500 0 13,833

14,694 36,654 14,694

21,960 861 22,821 0 0 0 861

35,810 41,625,810 0

41,590,000 149,310 41,739,310 10,482 113,500 10,328 15,000

歳  出 （単位：千円）

款 補正前の額 補 正 額 計

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳　

備　　　　考特　　　定　　　財　　　源
一般財源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他

8 土 木 費

14 予 備 費

歳　　出　　合　　計



（単位：千円）

金　額

24 市債 4,108,200 113,500 4,221,700

1 市債 4,108,200 113,500 4,221,700

6 土木債 553,300 113,500 666,800 3 都市計画債 113,500 都市拠点多世代交流施設整備事業債 113,500

001 一般会計

説　　明
区　分

２　歳　入

款　　　　　　項　　　　　　目 補正前の額 補 正 額 計
節



（単位：千円）

国府支出金 地 方 債 そ の 他

8 土木費 3,274,935 127,333 3,402,268 113,500 13,833

4 都市計画費 1,473,512 127,333 1,600,845 113,500 13,833

4 都市･地域 1,584 127,333 128,917 113,500 13,833 7 報 償 費 584 都市拠点多世代交流施設整備事業 127,333

113,500 10 需 用 費 99

11 役 務 費 241

12 委 託 料 126,090

13 使 用 料 及 び 34
賃 借 料

14 14,694 36,654 14,694
予備費 21,960 861 22,821 861

14,694 36,654 14,694
1 予備費 21,960 861 22,821 861

14,694 36,654 14,694 14,694
1 予備費 21,960 861 22,821 861 予備費 861

001 一般会計

節

説　　明特    定    財    源
一般財源 区　  分 金　  額

補   正   額   の   財   源   内   訳

３　歳　出

款　項　目 補正前の額 補 正 額 計

8 旅 費 285
拠点費

　都市拠点多世代交流施設整備事業債

市債 113,500


